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みとよくらしのおしらせ
Information' s

令和8年1月25日（日）執行
市長選挙および市議会議員選挙に行きましょう

▼問い合わせ　選挙管理委員会事務局（総務課内）　☎ 73–3000

投
票
は
、
投
票
者
本
人
が
投
票
所
に
行
き
、
投
票
所
事

務
従
事
者
に
よ
る
本
人
確
認
を
経
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
近
年
、
な
り
す
ま
し
に
よ
る
二
重
投
票
未
遂
事
案
が

発
生
し
て
お
り
、
貴
重
な
１
票
を
確
実
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

世
帯
ご
と
に
投
票
所
入
場
券
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
場
券
が
届
か
な
か
っ
た
り
、
紛
失
し
た
り
し
た
場
合
で

も
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、

本
人
確
認
が
で
き
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
。

期
日
前
投
票

令
和
８
年
１
月
25
日
（
日
）
の
選
挙
期
日
に
、
次
の

理
由
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人

は
、
期
日
前
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

•	

仕
事
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
、
選
挙
期
日
に
投
票
所

に
行
け
な
い
人

•	

旅
行
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で
、
選
挙
期
日
に
自
分
の

属
す
る
投
票
区
に
い
な
い
人

•	

病
気
や
け
が
、
妊
娠
、
老
齢
、
身
体
の
障
が
い
な

ど
の
た
め
に
歩
行
が
困
難
な
人

•	

天
災
や
悪
天
候
で
、
投
票
所
に
到
達
が
困
難
な
人

※
期
日
前
投
票
を
行
う
際
は
、
投
票
所
入
場
券
の
裏
面
『
宣
誓

書
』
の
記
入
が
必
要
で
す
。

代
理
投
票

病
気
や
け
が
な
ど
で
、
投
票
用
紙
に
自
身
で
記
入
が

難
し
い
場
合
は
、
従
事
職
員
が
代
理
で
投
票
用
紙
に
記

載
す
る
「
代
理
投
票
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
希
望
す
る

場
合
は
、
投
票
所
で
職
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

※
家
族
や
介
助
者
が
、
本
人
の
代
わ
り
に
投
票
用
紙
に
記
載
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
投
票
者
本
人
が
投
票
所
へ
来
て
い
な
い
場
合
、
投
票
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

政
治
家
の
寄
付
禁
止
な
ど

公
職
選
挙
法
で
は
、
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
対
し

て
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
名
目
や
理
由
で
あ
っ
て

も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
後
援
団
体
が
選
挙
区
内
の
人

に
対
し
て
寄
付
を
す
る
こ
と
も
、
一
定

の
場
合
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

立
候
補
予
定
の
皆
さ
ん
へ

立
候
補
届
出
期
間

令
和
８
年
１
月
18
日
（
日
）
告
示
日

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

立
候
補
届
出
の
事
前
審
査

立
候
補
届
出
受
け
付
け
の
当
日
に
、
書
類
が
不
備
で

立
候
補
で
き
な
い
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、

あ
ら
か
じ
め
提
出
書
類
の
内
容
を
確
認
す
る
期
間
を
設

け
て
い
ま
す
。

※
希
望
の
時
間
帯
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
電
話
で

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

選
挙
運
動
の
公
費
負
担（
選
挙
公
営
制
度
）

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
公
職
選
挙
法
に
規
定
の

あ
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
や
、
ポ
ス
タ
ー
や
ビ

ラ
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
公
費
で
負
担
し
ま
す
。

公
費
負
担
の
限
度
額
な
ど
の
制
度
の
詳
細
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

選挙

▲公費負担の詳細
はこちらから

▲投票所来場カード（例）

12月3日(水) 〜9日(火)  障害者週間

全ての人が暮らしやすいまちづくりをめざして
障がいへの理解を深めるとともに、障がいのある人々が日々の生活の中で感じる困りごとや
課題を考え、ともに支え合える社会をめざしましょう。

障がいを理由とする
差別をなくしましょう

障がい者を
虐待から守りましょう

① 不当な差別的取り扱いの禁止
•	受け付けなどの対応を拒否する
•	本人を無視して介助者や
支援者、付き添いの人だ
けに話しかける  など

② 合理的配慮の提供
•	意思を伝え合うために絵や写真のカー
ドやタブレット端末などを使う
•	段差がある場合に、ス
ロープなどを使って補
助する　など

虐待かどうか判断が難しい場合でも、
「何か困っているようだ」「様子がいつも
と違う」などの“気付き”があれば、通
報や相談をしてください。
早めの対応が深刻化を防ぎます。

＜相談窓口＞
・福祉課　☎ 73–3015
E-mail：fukushi@city.mitoyo.lg.jp

・県西讃保健福祉事務所　☎ 25–2052

10 月 23日、JR高瀬駅からみとよ未来創造館の間の交
差点に、視覚障がい者や幼児・高齢者などの歩行者の安
全を考慮した『音の出る信号機』の運用が開始されました。
市内で第 1号となるこの信号機は、目の不自由な人で
も音による案内で進行方向を確認でき、安心して横断で
きます。多くの人が安全で快適に移動できる環境整備が
進んでいます。

▲運用開始にあわせ、多くの歩行者が体験しました

市身体障害者協会
福祉大会やスポーツ大
会など地域での活動を通
じて親睦を図ります。
対　象
身体障害者手帳を持っ
ている人 ▲10月17日開催の障がい者

スポーツ大会

みとよ視覚障がい者
支援センターひかり
スマートフォンの研修会や交
流会などを毎月開催しています。
対　象
目が見えない・見えにくい人
とその家族や支援者

▶申し込み・問い合わせ　福祉課　☎ 73–3015

『音の出る信号機』の運用が開始されました!!

会員を募集しています！

投票所来場カード
今回の選挙から、本市の観光地や自然の風景を取り入れ
た「投票所来場カード」（7種類）を各投票所で配布します。
希望する人は、投票所の職員へ申し出てください。

※「投票所来場カード」は数に限りがあります。
※投票したことを証明するものではありません。


